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○医師－患者関係／患者合意
○適用対象
○診療計画
○本人確認
○薬剤処方・管理
○診察方法

１．本指針の位置づけ

情報通信機器を通じて行う遠隔医療のうち、医師－患者間において行われるもの

診断等の

医学的判断

を含む

一般的な

情報提供

定義 本指針の適用

オンライン診療
診断や処方等の診療行為をリアルタイ

ムで行う行為
全面適用

オンライン

受診勧奨

医療機関への受診勧奨を

リアルタイムで行う行為
一部適用

遠隔健康医療相談
一般的な情報の提供に留まり、診断等

の医師の医学的判断を伴わない行為
適用なし

○ 情報通信機器を用いた診療を「遠隔診療」と定義していたものを、新たに「オンライン診療」と定義を変更。

○ 医師-患者間で情報通信機器を通じて行う遠隔医療を下図のとおり分類し、オンライン診療について、「最低限
遵守する事項」と「推奨される事項」を示す。

○ 「最低限遵守する事項」 に従いオンライン診療を行う場合には、医師法第20条（※）に抵触するものではないこ
とを明確化。

２．本指針の適用範囲

３．本指針のコンテンツ

○医師の所在
○患者の所在
○患者が看護師等といる場合のオンライン診療
○患者が医師といる場合のオンライン診療
○通信環境

○医師教育／患者教育
○質評価／フィードバック
○エビデンスの蓄積

オンライン診療の提供に関する事項 オンライン診療の提供体制に関する事項 その他オンライン診療に関連する事項

オンライン診療の適切な実施に関する指針の概要

参考：厚生労働省ホームページ（オンライン診療に関するホームページ）

※医師法第20条は、医師が自ら診察しないで治療等してはならないこと（無診察治療等の禁止）を定めている。

第111回社会保障審議会医療部会
資料２

令和６年10月30日
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○ 医療法（抄）
第一条の二 （略）
２ 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施
設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設（以下「医療提供施設」という。）、医療を受ける者の居宅等（居宅そ
の他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。）において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連す
るサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

オンライン診療を提供することが可能な場所について

患者への医療サービスの提供を目的
とする施設

要件：多数の患者への医療の提供に
適切な場として、衛生水準を担保し
ているか

医療提供施設外で個々の患者が医
療を受ける必要がある場所

場所要件①：療養生活を営む場所
（=社会通念上、医療を受けるに
あたり適切な環境が担保されると
考えられる場所）

場所要件②：オンライン診療を
受診するにあたり適切な環境が
担保されると考えられる場所
（プライバシーの確保等）

医
療
を
受
け
る
場
と
し
て

満
た
す
べ
き
一
般
的
条
件

特にオンライン診
療の受診の場とし
て満たすべき条件

居宅等医療提供施設

オンライン診療を受診することが可能な場所は、「医療提供施設」「居宅等」のいずれかであり、それぞれについて
満たすべき条件が存在する。

（診療計画策定、本人確認等）
オンライン診療に
必要なプロセス

特
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
受
診

に
あ
た
り
満
た
す
べ
き
条
件

通知「特例的に医師が常駐しないオンラ
イン診療のための診療所の開設につい
て」（令和６年１月16日医政総発0116

第2号）で対応

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
適
切
な

実
施
に
関
す
る
指
針
に
記
載

令和5年11月29日
第104回 社会保障審議会医療部会

資料（一部改変）
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オンライン診療のための診療所について

特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設についてより抜粋 

オンライン診療のための診療所

令和６年１月16日 医政総発0116第2号

オンライン

通知のポイント

1. オンライン診療のための医師非常駐の診療所について、必要性があると認めた場合においては、特例的に、医師
が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設を認めることとする（※１）。

2. オンライン診療が医療機関の事業として行われる場合であって、定期的に反復継続して行われることのない場合
又は一定の地点において継続して行われることのない場合については、「巡回診療の医療法上の取り扱いについ
て」により、新たに診療所開設の手続を要しない場合がある。

１．オンライン診療のための診療所の開設の手続きが必要な場合

自治体は開設の必要や「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
が遵守されているか確認すること

（※１）定期的に反覆継続（おおむね毎週２回以上とする。）して行われることのない場合又は一定の地点において継続（おおむね３日以上と
する。）して行われることのない場合については、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」（昭和37年６月20日付け医政発第554号厚生省医
務局長通知。）に準じて、新たに診療所開設の手続を要しない

オンライン

２．新たに診療所開設の手続を要しない場合
定期的に反覆継続しない場合（※２） 一定の地点において継続しない場合（※３）

（※１）現状では、自宅でのオンライン診療の受診又は患者が必要とする医療機関の適時の利用が困難であり、オンライン診療の受診を希望する住民が存在する場合など、 
住民の受診機会が不十分であると考えられる理由の提出を求めること。 

（※２）定期的に反覆継続（おおむね毎週２回以上とする。）して行われることのない場合
（※３）一定の地点において継続（おおむね３日以上とする。）して行われることのない場合
（※４）（※２）または（※３）の場合、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」（昭和37年６月20日付け医政発第554号厚生省医務局長通知。）に準じて、

   新たに診療所開設の手続を要しないものとする

例 毎週○曜日のみ 例 連日診療しない

第111回社会保障審議会医療部会
資料２

令和６年10月30日
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職場やデイサービス等の「療養生活の場」におけるオンライン診療について
オンライン診療指針Q＆Aより抜粋

Ｑ23 患者の所在として認められる例として職場が例示されていますが、通所介護事業所や学校など、職場以外の場所はあては
まらないのですか。【V2(2)関係】

Ａ23 オンライン診療は原則として、個々の患者の居宅において受診していただくものであるところ、個々の患者の日常生活等の
事情によって異なりますが、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合には、オンライン
診療を受診できる場所として認められます。

職場については、居宅と同様に長時間にわたり滞在する場所であることを踏まえ、療養生活を営むことができる場所として、
個々の患者の所在と認められる場合があることを示したものです。

お尋ねの学校や通所介護事業所などについても、個々の患者の日常生活等の事情によって異なりますが、居宅と同様、療養
生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合には、個々の患者の所在として認められます。 （※）
※ オンライン診療により医師が行う診療行為の責任については、原則当該医師が責任を負うため、医師は患者の所在が適切

な場所であるかについて確認する必要があります。
※ 学校の敷地内においてオンライン診療を受診する場合は、学校等の許可を得た上で、本来の業務運営に支障のない範囲で、

患者本人又はその保護者が、その責任においてオンライン診療を受けるものであり、患者の急変時などの緊急時の体制確保
等を含めて、オンライン診療については原則当該医師が責任を負うことに留意が必要です。

その際、この場合における医療の提供は、居宅同様、医師と患者の一対一関係の中で提供されるものであるため、利用者が
誤解しないよう、通所介護事業所等が、自ら医療提供を行わないこと、及び、診療所に課せられる医療法の各種規制（清潔保
持、医療事故の報告、報告徴収等）の対象とならないことを利用者に説明した上で、事業所等の利用者等に対する周知や事業
所等の職員による機器操作のサポートが可能です。（※）
※ 通所介護事業所等が自ら医療提供を行うこと及びオンライン診療時に、診療の補助行為や通常医療機関に置いているよう

な医療機器の使用等がなされる場合などは、診療所の開設が必要となります。例えば、オンライン診療時に、看護師等が採
血等をする場合は、診療の補助行為に含まれます。

※ 高齢者のニーズに対応するサービス(介護保険外サービス)として、通所介護のサービス提供時間外に、通所介護の職員が
職場の ICT 機器を使用する等、利用者のオンライン診療をサポートする場合には、利用者からの同意を取得し、介護保険
サービスと明確に区分した上で、保険外サービスとして可能です。

また、事後的な検証の観点から、通所介護事業所等で診療所を開設せず利用者に対してオンライン診療を受診する場の提供
の実施状況の調査を予定しています。

第111回社会保障審議会医療部会
資料２

令和６年10月30日
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オンライン診療のための診療所と療養生活の場でのオンライン診療の把握等について

対象：都道府県・保健所設置市・特別区 衛生主管部局

【１月１６日に発出した通知（※）によるオンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設状況等について】
●オンライン診療のための診療所の開設実績、オンライン診療として提供されている医療の内容
●通知記載事項や、オンライン診療の適切な実施に関する指針の順守のための体制整備の状況
●都市部に開設する必要性 等

※「特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」（令和６年１月16日医政総発
0116第2号）

① オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設状況等について

対象：都道府県・保健所設置市・特別区 衛生主管部局 、介護事業所

【１月１６日に発出した通知（※）による療養生活の場において行われているオンライン診療の実態等について】
●「療養生活の場」としてオンライン診療が実施されている事業所・施設の有無
●上記の事業所・施設における、オンライン診療として提供されている医療の内容、オンライン診療の適切な実施

に関する指針の順守のための体制整備の状況
●急変時に対面医療が行われる医療機関との連携状況 等

※「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するＱ＆Ａ」の改訂について」（令和６年１月16日医政
総発0116第１号）

② 療養生活の場において行われているオンライン診療について

第111回社会保障審議会医療部会 資料２
一部改変令和６年10月30日
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オンライン診療のための診療所と療養生活の場
におけるオンライン診療の概況について

・件数：１6 診療所
※ うち14診療所は巡回診療の形態で実施されている。
※ うち２診療所は、対面診療を行わない日において医師非常駐でオンライン診療を行う形態で実施されている。

・診療科：内科（12件）、外科・整形外科（５件）、小児科（３件） ※ 回答のあったもののみ。１診療所で複数診療科のケースあり

・主な活用場面、対象者 ： 定期的な診察・いつもと同じ薬の処方、65歳以上の者
・急変時対応 ： 全件において、患者の急変時に対面で対応する医療機関が定められている
・医療機器の使用有無：血圧計など事業所や施設が貸し出したものを使用しているケースあり（７件）
・地域医療における主な必要性：診療所へのアクセス性を高めた患者の受診負担の軽減、へき地・離島での住民の受診機会の確保 等

公民館等を利用したオンライン診療のための医師非常駐の診療所について

・自治体に相談のあった件数：２件
・診療科：内科（１件）、精神科・心病内科（１件）
・主な活用場面：２件とも、定期的な診察・いつもと同じ薬の処方
・急変時対応： ２件とも、患者の急変時に対面で対応する医療機関が定められている
・医療機器の使用有無：血圧計など事業所や施設が貸し出したものを使用しているケースあり
※ 業界団体を通じた介護事業所宛の照会については、61件回答があり、うち１件のみオンライン診療を行っているものがあり、 当該事例

は、体調を崩して通院していた状況から数日経過し、利用者・家族からの要望を受け、オンライン診療へ切り替えたものとなっている。

通所介護事業所等の療養生活の場でのオンライン診療について

こうしたオンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設数や、療養生活の場で実施さ
れているオンライン診療の件数を踏まえると、通知の内容も含めて、よりわかりやすい形で
の周知を行うなど、適切なオンライン診療の推進を図るべきではないか。

○ １月１６日に発出した通知（※1）に係る自治体からの回答概況（※2）は下記のとおり
※１ 「特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」（令和６年１月16日医政総発0116第2号）、 「「オンライン診療の

適切な実施に関する指針」に関するＱ＆Ａ」の改訂について」（令和６年１月16日医政総発0116第１号）
※２ 回答率：85%（全157自治体のうち134自治体）

第113回社会保障審議会医療部会
資料１－３

令和６年11月28日

6



違法・違法疑い事例に関する問題への対応案

• 現行制度では、違法が疑われる医療機関について患者から相談を受け
た際に、当該相談等のほかに、調査や指導の手がかりとなる資料がな
い

• 医事法制は解釈に委ねられる範囲が広い一方で、保健所等による指導
や立入検査等において、医師法違反行為かの判断基準や立入検査等の
可否が明らかでなく、保健所等が美容医療に関する専門的知識を必ず
しも持ち合わせていないこともあり、効果的な指導や立入検査、取締り
が困難

• 保健所が指導や立入検査を行う際も、診療録等の記載が十分になされ
ておらず、保健所による問題事例の把握が困難

• 医療機関側においても、医事法制等、美容医療を提供する上で遵守す
る必要のある法制度への理解が必ずしも十分ではない

• 美容医療を受ける患者自身も、医事法制等について正しく理解してお
らず、違法な診療行為等を未然に察知して利用を拒否する等の対策が
困難。マスコミ等において、美容医療に適用される法制度の理解が不
十分であることも背景

• 特にオンライン診療については、「オンライン診療の適切な実施に関す
る指針」に基づいて提供されることとされているにも関わらず、その法
的な位置づけが不明瞭であることもあり、必ずしも遵守されていない

課題 対応案

• 美容医療を提供する医療機関の違法
事例等の実態把握に資する基礎資料
の定期的な報告

• 医師法の解釈、保健所等の立入検
査・指導のプロセス・法的根拠を明確
化し、通知を発出

• 診療録について各診療の実態を確
認するために必要な事項を記載事項
として追加

• 適用される法制度の内容も含む業界
ガイドラインの策定、美容医療に関す
る国民の理解促進

• オンライン診療指針の位置づけの整
理

第３回 美容医療の適切な実施に関する検討会
資料１

令和６年10月18日
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厚労大臣

オンライン診療に関する総体的な規定の創設について

特定オンライン
診療受診施設

都道府県A
・ オ ン ラ イ ン 診 療 実 施 の 届 出
・オンライン診療基準の 遵 守

都道府県B
・ 設 置 の 届 出
・ 各 種 事 項 公 表

診 療 基 準 へ の 適 合 確 認

オ ン ラ イ ン 診 療 の 実 施
※ 医 療 行 為 の 責 任 を 負 う

【定義】： オンライン診療が、施設にいる患者に対して行われる施設であつて、当該施設の設置者が、医師又は歯科医師に対し、業として、
オンライン診療を行う場として提供しているもの

【内容】
○ 所在地の都道府県知事（都道府県B）に対して、特定オンライン診療受診施設の設置者は届け出る。
○ 特定オンライン診療受診施設の設置者は、運営者を置かなければならない。
○ 特定オンライン診療受診施設でのオンライン診療の実施の責任は、オンライン診療を行う病院/診療所の医師が負う（都道府県Aが指導監督）

→ 実施医療機関の医師がオンライン診療基準を満たす義務がある
○ そこで、オンライン診療を行う医療機関の管理者が、特定オンライン診療受診施設の運営者に対して、オンライン診療基準への適合性の確認
を行うこととし、特定オンライン診療受診施設の運営者には応答義務を課す。

(※) オンライン診療を行う医療機関の管理者は、容態急変の事態に備え、患者の所在地近隣の医療機関と受け入れの合意等を取得し、その過程で、地域医療に与える影響やその可能性について、
地域の関係者と連携して把握することとする。

【オンライン診療の定義】
情報通信機器を活用して、医師又は歯科医師が遠隔の地にある患者の状態を視覚及び聴覚により即時に認識した上で、当該患者に対し行う診断又は診療

【内容】
○ オンライン診療を行う医療機関はその旨を届け出る（都道府県Aへの届出）。
○ 厚労大臣は、オンライン診療を行う医療機関の管理者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための基準を定める。
（※）現行のオンライン診療指針に記載されている、実施場所・患者への説明事項・病状急変時の体制確保等について法令で定める
○ オンライン診療を行う医療機関の管理者は、厚労大臣が定める基準（オンライン診療基準）を遵守することとする。

・ オ ン ラ イ ン 診 療 基 準 の
遵 守 に つ い て 指 導 監 督

応 答 義 務

○医師－患者関係／患者合意
○適用対象
○診療計画
○本人確認
○薬剤処方・管理
○診察方法

○医師の所在
○患者の所在
○患者が看護師等といる場合のオンライン診
療

○患者が医師といる場合のオンライン診療
○通信環境

オンライン診療の提供に関する事項 オンライン診療の提供体制に関する事項

現行のオンライン診療指針のコンテンツを
法令で規定し、自治体と医療機関へ提示

○ 医事法制上、オンライン診療は解釈運用によって、機動的・柔軟にその実施が図られてきた。
○ 他方、解釈によって適切な実施を図るには課題があるところ、法制上の位置づけを明確化し、適切なオンライン診療を更に推進していく

ことが求められる。
○ そこで、現行制度の運用を活かす形で、医療法にオンライン診療の総体的な規定を設ける。

指 導 監 督

【会社】紙資料
1【300dpi】完

成_s

医者＿0２立ち 正面

医者＿01座り 椅子 線なし マスク

管理者

医師

カ ル テ の 保 存 、
診 療 計 画 の 策 定 等
各 種 義 務 の 履 行

指 導 監 督連 携

口を開いた患者を診察する様子_s

【人物・健康・防疫・衛生】男性 リモート受診

運営者

【人
物】
男性D
立ち
正面
微笑

容 態 悪 化 時 等 に 受 診

・ 患 者 の 容 態 悪 化 時 等 の 受 け 入 れ の 要 請 / 合 意 取 得
・ 定 期 的 な 患 者 情 報 の 提 供 等

【ビジネス】会議検討ブリーフィング１

地 域 の 関 係 者

オンライン診療を行う医療機関

特定オンライン診療受診施設

第111回社会保障審議会医療部会
資料２

令和６年10月30日
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制度見直し後のオンライン診療が受けられる場について（イメージ）

現  行 見直し後

 現行、本来的に医療を提供しない施設でオンライン診療が行われる場合、診療所として開設しない限り、
公衆・特定多数人に医療を提供できなくなっている。

 そこで、診療所としての開設を要することなく、オンライン診療が行える場を整備する

診療所

居
宅
等

診
療
所

オンライン診療
の受診希望

公民館・郵便局・駅ナカブース

自宅

職場・介護事業所等

特定オンライン診療受診施設

公民館・郵便局・駅ナカブース・
職場・介護事業所

診療所として開設する必要がなく、
複数の医療機関がオンライン診療を行える
場所として設置可能

引き続き、
患者の生活の場所として、
保健所への届出なく
医療を実施可能

（※１）管理医師の下で看護師に診療補助行為を行わせる場合等
（※２）複数医療機関によるオンライン診療が行える場とする、

管理医師の確保が困難 等
（※３）利用者以外の地域の方にも解放したい場合等

※２

※３

診療所

自宅

職場・介護事業所等

開設の
ハードル

高い

医療実施の
ハードル

低い

※１類型が存在せず、
医師が常駐しない
診療所として開設
するしかない
→ハードルが高く
実績が少ない
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第111回医療部会においていただいたご意見について

○ オンライン診療を法制化し、法定位置づけを明確化することは賛成。
○ 今回の見直しで、オンライン診療が医療提供体制に関する法的根拠を得ることになる。今後、地域の関

係者との協議やデイサービスにおけるオンライン診療のプライバシーの確保等について、都道府県によっ
て適切に対応されることを期待。

○ 看護小規模多機能型居宅介護において、利用者にオンライン診療を行っている場合、そのようなケース
は医療法上の「居宅等」で整理され、従前どおり届出の必要ないものと理解。

○ オンライン診療指針が法定化され、容態急変時の合意等について義務化した場合、その対象には自由診
療も含むものと理解。違反した場合には当然罰則の適用があるものと考えている。

○ オンライン診療基準の遵守について、都道府県が指導監督をする際に基準となるマニュアルやチェック
リストを作成するなど、円滑な制度施行のための国の支援が必要。

○ オンライン診療は重要だが、過剰な診察が誘発されないような手当を考えていくべき。

オンライン診療に関する総体的な規定の創設について

○ 外国に居住している者に対して日本の医師・医療機関がオンライン診療を行った場合、又は外国の医
師・医療機関が日本国内に居住している者に対してオンライン診療を行った場合についてや、遠隔画像診
断等の様々な形態のD to Dについて、規定の適用関係の整理が必要。

○ 分散型臨床試験について、パートナー医療機関における医師が注射する形態がある。このような場合、
医療法あるいは薬機法の中での位置づけが不明瞭であり、整理をしておくべき。

その他の論点について

〇 オンライン診療に関する総体的な規定の創設に向けて取り組むとともに、その実施に向けては、オンライ
ン診療の実施における遵守事項などの検討とあわせて、わかりやすい形での周知を行うべきではないか。

〇 オンライン診療に限らず、法の履行確保、医師間の責任の所在、医療機関間の業務委受託といった論
点・課題があることから、関係部局と連携しながら、中長期的な課題として、必要な検討を行うことと
してはどうか。

第113回社会保障審議会医療部会
資料１－３

令和６年11月28日
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（参考）医療法上の規定について

第一条の二 （略）
２ 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設（以下
「医療提供施設」という。）、医療を受ける者の居宅等（居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以
下同じ。）において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービス
との有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

（施行規則）
第一条 医療法（昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。）第一条の二第二項の厚生労働省令で定

める場所は、次のとおりとする。
一 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の四に規定する養護老人ホーム（第九条第三項第
三号において同じ。）

二 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム（第九条第三項第四号において同じ。）
三 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム（第九条第三項第五号において同じ。）
四 有料老人ホーム
五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、法第一条の二
第二項に規定する医療提供施設（以下単に「医療提供施設」という。）以外の場所

医療提供施設関係
第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯
科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病
者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、
運営されるものでなければならない。

２ この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業
を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるため
の施設を有するものをいう。

居宅等関係

第111回社会保障審議会医療部会
資料２

令和６年10月30日
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規制改革 実施計画の概要

５．健康・医療・介護
〇 ア 身近な場所でのオンライン診療の更なる活用・普及 

【a：措置済み、
b：（前段・中段）措置済み、（後段）令和６年開始、令和６年度まで継続的に措置、

a 厚生労働省は、通所介護事業所等についても、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合
にはオンライン診療を受診できる場であることを明らかにする。あわせて、オンライン診療時に、医療補助行為や医療機器の
使用等がされないこと及び自らが医療提供を行わないことを前提として、居宅同様に、通所介護事業所や職場などの療養生活
を営む場においても、新たに診療所が開設されなくとも、患者がオンライン診療を受診できることを明示する。なお、医療補
助行為や医療機器の具体については、明確化する。さらに、通所介護事業所、学校等が、医療法（昭和23年法律第205号）の
各種規制（清潔保持、医療事故の報告、報告徴収等）の対象とならないこと等を明確にした上で、当該施設の利用者等に対し、
当該施設内において、オンライン診療の受診が可能であることについて周知すること及び機器操作のサポートを当該施設の職
員等が行うことが可能であることを明確化する。 

b 厚生労働省は、へき地等に限ってオンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能とする旨の医療法の運用（令和５年
５月18日厚生労働省医政局総務課長通知）を改正し、①「へき地等」か否かを問わず、患者の必要に応じ、都市部を含めいず
れの地域においても、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能であることとする。②その際、診療所の開設に
関する要件を設ける場合には、オンライン診療の受診を当該診療所において希望する患者が存在することを示すなどの簡潔な
説明で足りることとするよう検討する。さらに、事後的な検証の観点から、実施状況の報告を求め、オンライン診療のための
医師非常駐の診療所の開設状況及び具体的な事例を定期的に公表するなど、オンライン診療に関する情報発信・環境整備を行
う。 

令和６年度規制改革実施計画
第111回社会保障審議会医療部会

資料２
令和６年10月30日
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